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「鹿児島市勤労者交流センター」指定管理者募集要項 
 

次のとおり標記公の施設鹿児島市勤労者交流センター（以下「勤労者交流センター」とい

う。）の指定管理者を募集します。 

 

１ 指定管理者制度導入の目的 

多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、勤労者交流センターの機

能を最大限に発揮し、市民サービスの向上と経費の縮減を図ることを目的とします。 

 

２ 施設の概要 

(1) 名  称  鹿児島市勤労者交流センター 

(2) 所 在 地  鹿児島市中央町１０番地 

(3) 設置時期  平成１３年１月 

(4) 施設概要 

① 敷地面積  ４，３６４．５３㎡（キャンセ敷地） 

② 建物概要 

構  造  鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造 

      地下１階、地上８階の建物のうち、７階及び８階部分 

延床面積  専有部分延床面積 ６，１３２．９９㎡ 

施設内容  体育館、多目的ホール、トレーニングルーム、会議室、和室、 

           創作室など 

 (5) 利用者数  

令和４年度：１４４，９６７人 

令和５年度：１８２，９８６人 

令和６年度：１６５，９４２人 

※ 施設の詳細については、別冊「指定管理者の業務指針」を参照すること。 

 

３ 業務の範囲  

(1) 勤労者交流センターの使用の許可等に関する業務 

(2) 勤労者交流センターの使用許可の取消し等に関する業務 

(3) 勤労者交流センターの使用目的の変更の許可に関する業務  

(4) 勤労者交流センターにおける特別の設備の付加等の許可に関する業務  

(5) 勤労者交流センターにおける措置の命令等に関する業務  

(6) 勤労者交流センターからの退場の命令に関する業務 

(7) 勤労者交流センターの施設及び設備の維持管理に関する業務 

(8) 前各号に掲げるもののほか、勤労者交流センターの運営に関する事務のうち、市長が 

  必要と認める業務 

※ 業務の詳細については、別冊「指定管理者の業務指針」を参照すること。 

 

４ 指定予定期間 
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令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

（指定期間全体に係る基本協定を締結するとともに、指定期間における会計年度（４月

１日から翌年３月３１日までをいう。以下同じ。）ごとに、鹿児島市（以下｢本市｣という。）

と年度協定を締結します。） 

 

５ 管理の基準 

(1) 開館時間  午前９時から午後９時まで 

(2) 休館日   １２月２９日から翌年の１月３日まで 

 (3) 開館時間及び休館日の変更 

    (1)及び(2)にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、

又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができます。 

※  管理に係る詳細については、別冊「指定管理者の業務指針」を参照すること。 

 

６ 本市が支払う委託料 

管理業務に要する経費として本市が支払う金額は、会計年度ごとに締結する協定書にお

いて予算の範囲で定めます（申請の際に応募法人等の提案した委託料（以下「申請時の提

案額」という。）が、そのまま本市が支払う委託料になるものではありません。）。 

※ 委託料の額は、申請時の提案額を上限とし、特段の事情がない限り、増額は認めませ

ん。 

 

７ 応募資格  

 申請者は、申請時において、以下の各号を全て満たす者とします。 

(1) 本市内に主たる事務所又は営業所を有する法人その他の団体（以下「法人等」という。）

であること。 

(2) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

等の規定に基づき、更生手続又は再生手続をしていない法人等であること。 

(3) 本市から指名停止措置を受けていない法人等であること。 

(4) 納期の到来している国税、鹿児島県税、鹿児島市税、水道料金及び下水道使用料を完納

している法人等であること。 

(5) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない法人

等であること（巻末「参考：地方自治法施行令抜粋」参照）。 

(6) 市長及び市議会議員本人が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれら

に準ずべき者、支配人及び清算人でない法人等であること（※市長が無限責任社員等で､

本市が資本金、基本金その他これらに準ずるもので４分の１以上を出資している法人及

び外郭団体等は除く。)。 

(7) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱（平成２６年３月２７日制定）に基づく

入札参加除外措置を受けていないこと。 

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当し

ないこと。 
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※ 次の①から③までのいずれにも該当する共同企業体で、構成員全員が応募資格を満たす

共同企業体については、申請することができます。 

ただし、同一の施設において、単独で申請した法人等が共同企業体の構成員になること

及び２以上の共同企業体の構成員になることはできません。 

また、申請後、代表者及び構成員の変更は認めません。 

なお、「８ 申請に必要な書類」については、「④事業者概要調書」から「⑬役員の名簿

及び履歴書」までの書類（「⑦営業用機械器具調書」を除く。）は構成員ごとに作成し、そ

の他の書類は代表者が作成してください。 

 

○共同企業体の内容 

① 構成員の数及び組合せ 

構成員の数は、２者又は３者とし、構成員の組合せは個人以外の法人等によるものと

します。 

② 出資比率 

構成員の出資比率は、構成員の協議により定めるものとします。ただし、構成員の最

低出資比率は、均等割の１０分の６以上とします。 

③ 代表者 

代表者は、構成員のうち最大の出資比率となる構成員とし、出資比率が同等の場合

は、管理の主たる業務を行う構成員とします。 

 

８ 申請に必要な書類 

(1) 指定管理者指定申請書 

(2) 添付書類（原則Ａ４判） 

① 鹿児島市勤労者交流センター事業計画書（様式１） 

② 鹿児島市勤労者交流センター収支予算書（様式２） 

③ 管理運営費明細書（様式３） 

④ 事業者概要調書（様式４） 

⑤ 従業員数（市内）調書（様式５） 

⑥ 類似施設等運営実績表（様式６） 

⑦ 営業用機械器具調書（様式７） 

⑧ 当該法人の定款（法人以外の団体にあっては、これに相当する書類） 

⑨ 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本 

⑩ 申請法人等の申請日前において作成した直近の収支予算書、事業計画書及び決算報

告書（決算報告書については、直近３か年） 

⑪ 設立趣旨、事業内容のパンフレット等法人等の概要が分かるもの 

⑫ 国税、鹿児島県税の納税証明書、鹿児島市税の滞納がないことの証明書、水道料金及

び下水道使用料の納入証明書 

⑬ 役員の名簿及び履歴書 

⑭ 共同企業体協定書（共同企業体で申請するときのみ） 

※ ②及び③については、指定期間内における人件費や事務費など管理運営に必要な経費は
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全て見込んでください。 

※ 申請日現在において、本市業務委託等入札参加有資格業者又は本市物品購入等入札参加

有資格業者であるものは、⑨に掲げる書類を提出する必要はありませんが、有資格業者決

定通知書の写しを提出してください。 

※ 申請書類は、申請日現在で作成してください。⑨及び⑫については、申請日前３か月内

に発行されたものを提出してください。 

※ 提出部数は各１部です。持参又は郵送（受付期間必着のこと。）してください。申請に

係る費用は、申請者の負担とします。なお、提出された書類等は、返却しません（ファッ

クス等による受付は致しません。）。 

※ 申請書等の様式は、本市のホームページからダウンロードできます。 

  http://www.city.kagoshima.lg.jp/ 

 

９ 申請書の受付期間 ※申請後の書類差替はできません。 

(1) 受付期間  

令和７年６月２３日（月）から同年８月８日（金）まで（必着）（土曜日、日曜日及び

休日を除く。) 

(2) 受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで（正午から午後１時までの時間を除く。） 

※ 現場説明会：令和７年７月８日（火）午前１０時から勤労者交流センター第２会議室で

実施します。現場説明会への参加については、事前に電話等で連絡してくだ

さい。 

※ 質疑がある場合は、所定の様式(質問票)により､令和７年７月１８日（金）までに電子

メール（koyosuishin@city.kagoshima.lg.jp）又はファックス（０９９－２１６－１３０

３）で、提出してください（令和７年７月２８日（月）までに、ホームページにて回答を

掲載します。）。 

 

10 募集要項の配布及び申請の受付場所 

鹿児島市産業局産業振興部雇用推進課（みなと大通り別館５階） 

電話 ０９９－２１６－１３２５ 

住所 〒８９２－８６７７ 鹿児島市山下町１１番１号 

 

11 選定基準、選定方法 

(1) 選定基準、選定の視点及び配点 

選定基準／選定の視点 配点 

① 勤労者交流センターの設置目的を達成することができるものであること。 （100） 

(ア) 業務指針と事業計画書等との整合性はとれているか 20 

(イ) 管理運営に対する企画力・意欲・姿勢はどうか 20 

(ウ) 要望・苦情等への対応策は十分か 10 

(エ) 環境に配慮した取組の状況はどうか 10 
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(オ) 法定の障害者雇用の状況はどうか 10 

(カ) 社会貢献への取組状況はどうか 10 

(キ) 自主提案事業の提案内容はどうか 20 
 

② 市民の平等利用を確保することができるものであること。 （30）  

(ア) 市民の平等利用の確保策（差別的な取扱いの禁止など） 10  

(イ) 市民との情報の共有という観点からの情報公開の対応は十分か 10  

(ウ) 施設運営に関するモニタリング 10  

③ 勤労者交流センターの効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が

図られるものであること。 
（200）  

(ア) 市民サービスの向上策は十分か 30  

(イ) 提案額の評価 90  

(ウ) 市民サービスの低下を招かない経費縮減策 20  

(エ) 類似施設等での業務実績はあるか 10  

(オ) 施設の広報計画が適切に行われるか 10  

(カ) 施設の利用促進などに関する企画力・意欲・姿勢はどうか 20  

(キ) 関係団体等との連携に関する意欲・姿勢はどうか 20  

④ 勤労者交流センターの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又

は確保できる見込みがあること。 
（130）  

(ア) 職員の配置計画・研修計画は適切か 20  

(イ) 法人等の財務状況は良好か 20  

(ウ) 個人情報の保護対策は十分か 20  

(エ) 安全管理の対策は十分か 20  

(オ) 緊急時の対応策は適切か 20 
 
 

(カ) 業務委託の状況はどうか 30 
 
 

合計 （460）  

(2) 選定方法 

 応募書類の審査及び代表者等の面接審査により選定します。 

※ 面接審査は令和７年８月下旬頃を予定しています。日時等詳細は後日ご連絡します。 

 

12 選定結果及び理由の通知 

応募者全員に、令和７年１１月をめどに、選定結果を文書にて通知します。なお、指定管

理者は、鹿児島市議会の議決を経て決定（指定）されます｡ 

※ 議決後、業務執行上必要となる事項を、本市と指定管理者の協議により協定として締結

します。 

※ 協定内容の詳細については、別冊「指定管理者の業務指針」を参照すること。 

 

13 リスク分担 

本市と指定管理者で負担するリスク分担については、以下のとおりとし、規定した事項
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以外のことが発生するなど疑義が生じた場合は、双方の協議によるものとします。 

 

リスク分担表（負担者側に○） 

番号 種類 リスクの内容 
負担者 

本市 指定管理者 

１ 管理運営費の上昇 

物価・金利の変動など本市の責めに

帰さない要因による管理運営費の上

昇 

 ○ 

２ 施設や物品の損傷 

施設及び設備、機器等の損傷の修繕

（※） 
 ○ 

管理上の瑕疵による施設等の損傷の

修繕 
 ○ 

３ 損害賠償 

施設の瑕疵による損害賠償 ○  

管理業務中における故意又は過失に

よる損害賠償 
 ○ 

４ 
不可抗力による費

用負担 

自然災害（地震・台風等）に起因す

る費用負担 
協議事項 

５ 
指定取消し等によ

る損害 

指定の取消し又は管理業務の停止な

どにより生じた損害 
 ○ 

※ 大規模な修繕（施設等の改造や委託料の範囲内では困難な修繕など）が必要な場合は、

本市と指定管理者で協議の上、定めることとします。 

 

14 公租公課 

指定管理者は、法人税、消費税及び地方消費税、法人住民税、法人事業税、固定資産税

（償却資産）等のほか、本市では、事業所税の納税義務を負う場合があります。詳細は、各

関係機関にお問い合わせください。 

税務官公署 所管する国税及び地方税 

税務署 法人税、消費税及び地方消費税 

鹿児島地域振興局 法人県民税、法人事業税 

鹿児島市役所 
【市民税課】法人市民税、事業所税 
【資産税課】固定資産税（償却資産） 

 

15 その他 

(1) 申請その他提出された書類は開示又は公表することがあります｡ 

(2) 管理業務等の実施中に故意又は過失により本市又は第三者に対し、損害を与えたときは、   

指定管理者の負担でその損害を賠償しなければなりません。 

  この損害賠償を担保するため、賠償責任保険に加入していない法人等は、保険に加入す

る必要があります。 

(3) 喫茶コーナーの運営は指定管理者の業務に含まれません（ただし、当該区画は清掃業務

の対象とします。）。 
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「参考：地方自治法施行令抜粋」 

（一般競争入札の参加者の資格）  

第１６７条の４ 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に

次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。  

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者  

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成３年法律第７７号）第３２条

第１項各号に掲げる者   

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当

すると認められるときは、その者について３年以内の期間を定めて一般競争入札に参加さ

せないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用

する者についても、また同様とする。   

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質

若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。  

(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立

を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。  

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。  

(4) 地方自治法第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職

務の執行を妨げたとき。  

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。  

(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に

虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。  

(7) この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている

者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した

とき。 


